
第 ６ ２ 回 川 崎 港 港 湾 審 議 会 議 事 録 

 

 

１ 開 催 日 時  令和７年１０月２８日（火）午前１０時００分～午前１１時３０分 

 

 

２ 開 催 場 所  川崎市役所本庁舎 ２０３・２０４会議室 

 

 

３ 出 席 委 員  委 員 別紙出席者名簿のとおり 

             事務局 港湾局 森局長 

                     木村担当理事 

                 経営企画課 白井課長 三枝担当課長 

                 誘致振興課 齋藤担当課長 

                 

 

４ 議 題   

（１）諮問第８８号 川崎港港湾計画の軽易な変更について 

 （２）諮問第８９号 川崎港の臨港地区内の分区指定について 

（３）諮問第９０号 令和７年度川崎市港湾環境整備負担金の負担対象工事の指定について 

 

５ 公開・非公開の別  公開 

 

 

６ 傍 聴 人 数  ９人 

 

 

７ 議 事 要 旨 

（１）開 会 

 

（２）港湾局長挨拶 

 

（３）会長・副会長の選任 

  会長には梅山委員、副会長には渡部委員が選任された 

 

（４）最近の川崎港の動向 

 

（５）審議 

 ア 諮問第８８号 川崎港港湾計画の軽易な変更について 

 （ア）市から内容説明 

 

 （イ）質疑応答 

   （河端委員） 

     川崎港を視察した際に、港内でガードレールやフェンス等の塗装が剥げている箇所が散



見された。桁下を緑地にする変更自体はよいが、環境整備の際には塗装の補修等も併せて

行ったほうがよい。 

  

   （事務局） 

     港内の施設の点検を行いながら順次対応していきたい。 

    

（三田委員） 

     桁下の活用は進めるべき。東扇島では大型車が多く、待機場所が不足しているため、待

機所を確保してもらいたい。レスト機能も有する待機所が確保できれば、トラックドライ

バー不足への対応にもつながるとともに、川崎港利用の促進にもなるのではないか。 

 

   （事務局） 

     桁下用地の活用については利用者等にヒアリングを行っているところであり、トラック

待機所のニーズも確認できているところ。そうしたニーズを踏まえ、具体的な検討を進め

ていきたい。  

 

   （三田委員） 

     今回の変更には直接関係ないが、東扇島水江町線が整備されると、川崎港へのアクセス

の改善にはなるものの、東京横浜方面につながる国道３５７号の全面開通をお願いしたい。

産業道路よりも海側については元々工業用地ではあるが、今後物流施設の建設が続くこと

も想定され、ますます道路網整備の重要性が高まってくるだろう。 

 

   （事務局） 

     川崎港の機能強化に向けて道路ネットワークは非常に重要なものである。現在、東扇島

水江町線および国道３５７号多摩川トンネルの整備が進められているが、それ以外の区間

についての整備促進も重要な課題と認識しており、関係部署と連携を図りながら取り組ん

でいきたい。 

 

   （岩田委員） 

     橋梁の桁下というと日照の問題や、風通しが悪くなり湿気の問題など課題もあるように

思うが、活用に向けてどういった課題認識を持っているか。 

 

   （事務局） 

     東扇島側は桁下と言っても十分な高さがあるため、日照や湿気は課題とは考えていない

が、水江町側については少し低くなるため、事業者へのヒアリング等を通して活用に向け

た課題を整理していきたい。また、制限ということでは道路法上の規制等も生じるため、関

係部署と調整を図りながら取組を進めていきたい。 

 

   （石川委員） 

     党として東扇島水江町線の整備に対しては反対してきているが、平面部分の活用につい

ては反対の立場ではない。活用を想定されているみなと緑地PPPの制度について伺いたい。 

 

   （事務局） 

     港湾法改正により創設された制度であり、港湾緑地の運営にあたり、民間視点による創

意工夫および港湾管理者の財政負担低減を目的とした制度となっている。 



 

   （石川委員） 

     民間の視点になると事業採算性にばかり目が行きがちで、市民の声が十分に反映される

のか懸念がある。釣り施設を望む声も聞こえているため、検討に活かしてもらいたい。 

 

   （事務局） 

     市民意見はきちんと反映させたいと考えており、活用の検討にあたっては市民アンケー

ト等の実施を考えている。釣り施設の整備については、川崎市だけで判断することができ

ないため、関係機関と調整を行っているところであり、それも踏まえ、導入機能の検討を行

っていきたい。 

 

   （石川委員） 

     釣り施設についてはぜひ検討してもらいたい。 

     

 

 （ウ）審議結果 

    諮問第８８号は、「原案のとおり適当である。」と答申することが了承された。 

    

 

 イ 諮問第８９号 川崎港の臨港地区内の分区指定について 

 （ア）市から内容説明 

 

 （イ）質疑応答 

   （石川委員） 

    商港区にすることにより費用負担は生じるのか。 

 

（事務局） 

    先導エリアでは、公共岸壁の整備を国の直轄事業で実施するよう調整しており、港湾物流

エリアについては川崎市で整備の予定で考えている。高度物流エリアについては民間事業者

で整備する方向である。 

 

（石川委員） 

    直轄事業の場合でも市の負担は生じるが、その割合は決まっているのか。また、土地の譲

渡時期については決まっているのか。 

 

（事務局） 

    岸壁整備の直轄事業に対する市の負担割合は４５％を想定している。また、土地について

は、現在事業者による既存施設等の撤去が行われており、撤去が完了後の譲渡に向けて調整

中である。 

 

 （ウ）審議結果 

    諮問第８９号は、「原案のとおり適当である。」と答申することが了承された。 

    

 

 ウ 諮問第９０号 令和７年度川崎市港湾環境整備負担金の負担対象工事の指定について 



 （ア）市から内容説明 

 

 （イ）質疑応答 

（渡部委員） 

    清掃船については電気推進船へのリプレースが行われているとのことだったが、リプレー

スにかかる費用についても負担の対象になるのか。 

  

（事務局） 

    建造費用については対象外である。その後の維持・補修費用は対象となる。 

 

（河端委員） 

    繰り返しになるが、こういった補修費用の中で、塗装の剥がれを補修した実績はあるのか。

川崎港が今後「誰もが訪れたい港」を目指す上でマイナスの要因に思える。 

 

（事務局） 

    ちどり公園で傷んだフェンスの更新を行っている。緑地は特に市民利用の多い施設である

ため、日ごろから注意して、必要な対応を行っていきたい。 

 

 

 （ウ）審議結果 

    諮問第９０号は、「原案のとおり適当である。」と答申することが了承された。 

    

 




